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　市内で開設され
る海水浴場は、白
兎、小沢見の 2カ
所です。
　海水浴場以外は、
水難事故の危険性が高いため、遊泳しな
いでください。海水浴場の開設は、8月
中旬までの予定です。

̶6月1日現在登録人口̶（前月比）
　◆人　口　151，578人   　 （ 83人）　
　　　男　  　73，265人    　（ 47人） 
　　　女  　　78，313人    　（ 36人）
　◆世帯数 　 58，117世帯 　（ 96世帯）

　

来
年
実
施
さ

れ
る
国
勢
調
査

に
先
立
ち
、県

庁
所
在
都
市
な

ど
で
国
勢
調
査

第
三
次
試
験
調

査
が
七
月
三
十
一
日
に
行
わ
れ
ま

す
。調
査
員
が
、七
月
下
旬
か
ら
対

象
と
な
る
家
庭
な
ど
を
訪
問
し
ま

す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課
（
☎

20̶

３
１
５
６
）

国
勢
調
査
の

　
　

第
三
次
試
験
調
査

７
月
の
ご
み
収
集

可燃ごみ 収集します
（月・木曜日コースのみ）

古 紙 類 収集します
（第 3月曜日コースのみ）

食品トレー
プラスチック
資源ごみ
小型破砕ごみ

収集しません

ペットボトル
第 1・3月曜日コースの収
集は、7月 21 日（水）に振
り替えて収集します

※　必ず午前 8時までに出してください。

　

七
月
十
九
日
（
月
＝
海
の
日
）

は
、
月
・
木
曜
日
コ
ー
ス
の
可
燃

ご
み
お
よ
び
第
三
月
曜
日
コ
ー
ス

の
古
紙
類
は
収
集
し
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
は
収
集
し
ま
せ
ん
。

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
開
催

　

新
鮮
な
野
菜
や
家
庭
に
眠
っ
て

い
る
生
活
用
品
な
ど
を
安
く
販
売

し
ま
す
。
ご
み
の
減
量
化
の
た

め
、
買
い
物
か
ご
を
ご
用
意
く
だ

さ
い
。

と
き　

８
月
８
日
（
日
）
午
前
９

時
〜
正
午

と
こ
ろ　

市
役
所
玄
関
前

※
鳥
取
県
産
の
も
ち
米
・
小
豆
を

使
用
し
た
赤
飯
の
試
食
も
あ
り
ま

す
。（
午
前
10
時
・
11
時
ご
ろ
）

■
出
店
者
を
募
集
し
ま
す

出
店
料　

５
０
０
円

※
先
着
20
店
舗
ま
で

申
し
込
み
先　

鳥
取
市
消
費
者
団

体
連
絡
協
議
会
（
市
民
参
画
課

内
・
☎
20̶

３
１
６
３
）

遊泳は海水浴場で

寝
具
丸
洗
い
乾
燥
サ
ー
ビ
ス

■
９
月
実
施
分
の
募
集

対
象　

65
歳
以
上
の
寝
た
き
り
の

人利
用
料　

▽
掛
布
団
（
２
０
０

円
）
▽
敷
布
団
（
２
０
０
円
）
▽

毛
布
（
１
０
０
円
）　

申
込
期
限　

８
月
20
日
（
金
）

申
し
込
み
先　

▽
各
中
学
校
区
の

在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー

▽
高
齢
社
会
課

（
本
庁
舎
・
☎

20̶

３
１
７
３
）

乾
電
池
・
蛍
光
管
の
収
集

　

八
月
は
使
用
済
乾
電
池
や
蛍
光

管
の
収
集
月
で
す
。
他
の
ご
み
と

区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
透
明

ま
た
は
半
透
明
な
ポ
リ
袋
な
ど
に

入
れ
て
、
壊
れ
な
い
よ
う
に
八
月

二
日
（
月
）
〜
六
日
（
金
）
の
小

型
破
砕
ご
み
の
収
集
日
に
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

（
☎
20̶
３
２
１
７
）

　

ま
だ
受
給
資
格
証
の
更
新
を
し

て
い
な
い
人
は
、
生
活
福
祉
課
窓

口（
本
庁
舎
一
階
）
で
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
の
で
、
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

障
害
者
特
別
医
療
費
受

給
者
で
次
の
人　

▽
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
障
害
の
程
度

が
１
・
２
級
の
人　

▽
特
別
医
療

費
該
当
記
載
の
あ
る
療
育
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
人　

▽
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
障
害
の
程
度
が
１
級
の
人

必
要
な
も
の　

▽
健
康
保
険
証　

▽
身
体
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害

の
あ
る
人
）
▽
療
育
手
帳
（
知
的

障
害
の
あ
る
人
）
▽
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
（
精
神
障
害
の
あ

る
人
）
▽
印
鑑　

▽
案
内
は
が
き

問
い
合
わ
せ
先　

生
活
福
祉
課

（
本
庁
舎
・
☎
20̶

３
１
８
１
）

　

障
害
者
特
別
医
療
費

　
　

受
給
資
格
証
の
更
新
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